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面積 
広がり 

東西 南北 

973.81㎢ 44.6㎞ 44.2㎞ 

 

第１章 上越市の紹介 

 

１．上越市の概要 

 

 ⑴ 位置・地勢 

 上越市は、新潟県の南西部に日本海に面して位置し、北は柏崎市、南は妙高市、

長野県飯山市、東は十日町市、西は糸魚川市に隣接しています。 

 古くから交通の要衡として栄えましたが、現在も重要港湾である直江津港や北

陸自動車道、上信越自動車道のほか、えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン、

日本海ひすいライン、JR信越本線、ほくほく線などを有しています。さらに、平

成 27年 3月には北陸新幹線が金沢まで延伸しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 面積・広がり 

                   平成 28年 4月 1日現在 
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総数 男 女 世帯数 

195,737  95,374  100,363  74,132  

 

 ⑶ 推計人口 

平成 28年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

２．上越市の障害福祉の現状と課題 

 

 ⑴ 障害者手帳所持者の概要 

 上越市における障害者手帳所持者は、全体で 1 万人以上おり、人口の 5％以上

にのぼります。中でも、身体に障害のある人が最も多く、全体の約 7 割を占めて

います。高齢になってから手帳を取得する人も多く、65 歳以上の人が全体の約 6

割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体＋知的＋精神  

(5人) 

 身体＋精神 

(56人) 

 知的＋精神 

(48 人) 

 身体＋知的 

(272人) 

①療育（知的） 
(1,595 人) 

②身体 
(7,760 人) 

③精神 
(1,839 人) 

 精神のみ 

(1,730人) 

 知的のみ 

(1,270人) 

 身体のみ 

(7,427人) 

障害者手帳所持者の概要（平成 28年 4月） 

手帳所持者数＝１０，８０８人 
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⑵ 障害福祉サービス受給者数の状況 

上越市における障害福祉サービスの利用状況は、全体で約 1,400 人の方が利用

されており、受給者数は障害手帳所持者の約 13％にあたります。サービス別の利

用状況は、訪問系サービスが約 400 人、日中活動系サービスが約 1,400 人、訪問

系サービスが約 400人の方が利用されています。（サービス利用の重複あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上 
（6,410 人） 

【年代別】 

※うち要介護認定者数 3,506人（33%） 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

18歳未満 

18～64歳 

65歳以上 

障害者手帳所持者状況 

手帳所持者数 

障害者手帳所持者状況（平成 28年 4月） 

0 500 1,000 1,500 2,000

平成28年度 

平成27年度 

平成26年度 

平成25年度 

平成24年度 

障害福祉サービス受給者数の推移 

受給者数 

障害福祉サービス受給者数の推移（各年 4月 1日現在） 
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⑶ あんしん生活支援事業の概要 

上越市では、平成 24年度からあんしん生活支援事業を実施し、障害の有無にか

かわらず児童から高齢者まで、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、緊急

に支援を必要とするケース等に対応できる、休日夜間を問わず 24時間対応可能な

相談窓口及びショートステイ等の支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

平成27年度 

平成26年度 

平成25年度 

平成24年度 

あんしん生活支援事業相談件数 

相談件数 

あんしん生活支援事業相談件数の推移 

0 50 100 150 200 250 300 350

DV

一時預かり 

派遣・訪問 

就労・就学 

家族・人間関係 

あんしん生活支援事業の主な相談内容 

相談件数 

あんしん生活支援事業の主な相談内容（平成 27年度） 
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⑷ 障害者緊急短期入所用居室確保事業の概要 

上越市では、平成 25年度から障害者緊急短期入所用居室確保事業を実施し、障

害児者を自宅で介護する人が病気等の事情により介護できない場合の緊急的な受

入れ等を行うため、1年間を通して短期入所施設の居室 1室を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 短期入所施設における長期利用者数 

上越市では、施設入所待機者が多い状況が続いており、このため、短期入所施

設の長期利用者（ロングショートステイ）も少なくありません。なお、短期入所

施設の長期利用者（ロングショートステイ）としましては、継続して 31日以上入

所している利用者を想定しています。入所待機者の解消を図るためにも、グルー

プホームなどの施設の更なる整備推進が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

平成27年度 

平成26年度 

平成25年度 

緊急短期入所用居室確保事業利用日数 

利用日数 

障害者緊急短期入所用居室確保事業利用日数の推移 

0 5 10 15 20

平成27年度 

平成26年度 

平成25年度 

平成24年度 

平成23年度 

短期入所施設における長期利用者数 

利用者数 

短期入所施設における長期利用者数の推移 
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⑹ 重症心身障害者数 

上越市における重症心身障害者の数は 144名（平成 28年 4月現在）となってお

り、そのうち約 8 割が肢体不自由・運動機能障害で、年々増加傾向にあります。

また、在宅の重症心身障害者数は 107名（平成 28年 4月現在）となっており、重

度障害のある方が地域で生活するために必要となる支援策の検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 障害福祉の現状と課題のまとめ 

・生活介護（デイサービス）や就労継続支援などの利用希望者が増加している。 

・家族の高齢化により在宅での介護が困難となる家庭が増加傾向にあることから、

住まいの場の確保が必要である。 

・重度障害のある人や強度行動障害のある人等が地域で生活するための支援が必

要である。 

・入所施設については、依然として待機者が多い状況が続いている。 

・短期入所施設を長期利用している人がいる。 

・入所している人の高齢化に伴う介護保険施設への移行等の対応について検討が

必要である。 

・障害のある人の一般就労の場を確保できるよう、ハローワークなどとの連携強

化が必要である。 

・相談支援体制の充実を図るため、相談支援専門員等の人材育成が必要である。 

・障害のある児童・生徒に対する療育支援体制の確保が必要である。 

・高齢化により、福祉有償運送事業における運転ボランティアの確保が課題とな

っている。 

肢体・運動機能 

81% 

内臓機能 

6% 

その他 

13% 

重症心身障害者数 

肢体・運動機能 内臓機能 その他 

重症心身障害者数と分類（平成 28年 4月） 

重症心身障害者数 

１４４人 
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第２章 事業目的及び事業実施主体 

 

１．事業目的 

 

⑴ 事業目的 

障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生活支援のための

拠点の整備や、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等を整備す

るなど、様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みや地域全体で支えるサービス

提供体制を構築することを目的とします。 

 

 ⑵ 上越市におけるモデル事業実施の必要性 

 平成 27 年 3 月策定の上越市障害者福祉計画において、平成 29 年度末時点で 2

か所の地域生活支援拠点整備を掲げており、その実現に向けて、平成 27年度にお

いて上越市自立支援協議会の「地域生活支援部会」で上越市における地域生活支

援拠点等の整備のあり方や方向付け等を行うこととしていたため、モデル事業の

導入を図ったものです。 

 

２．事業実施主体 

 

 新潟県上越市 
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第３章 事業要旨 

 

１．事業の概要 

 

⑴ 事業実施の経緯 

 国の第 4 期障害福祉計画に係る基本指針の見直しにおいて、地域における障害

者の生活支援のために求められる機能を集約した拠点（地域生活支援拠点）の整

備の方向性が示されました。上越市においては、これまで、市内にある複数の障

害福祉事業所が、利用者のニーズを的確にとらえながら、それぞれが個別の計画

に基づいて施設整備等に取り組んできましたが、障害のある方々が住み慣れた地

域で生涯を通じて安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するには、必要

とする人が必要なサービスを過不足なく利用することのできる仕組みを構築する

必要があります。 

このたび、国から示された地域生活支援拠点整備の考え方は、まさにそのよう

な視点に基づいた施策であり、当市においても平成 26年度に策定した上越市障害

者福祉計画において、地域生活支援拠点を平成 29年度末までに 2か所整備するこ

とを成果目標として掲げ、上越市自立支援協議会の中に地域生活支援部会を設置

し、この部会を中心に拠点整備に向けて検討を進めることとしました。 

 

⑵ 事業概要 

 上越市自立支援協議会の地域生活支援部会を中心に「地域生活支援拠点」に求

められる機能やエリアの検討、整備パターン等について方向付けを行います。 

・当市における「地域生活支援拠点」に求められる機能等の検討 

・先進地視察 

・有識者による研修会の開催 

・具体的な「地域生活支援拠点」のエリアと実施事業者の検討 

 

⑶ 事業期間 

  平成 27年 7月 1日～平成 28年 3月 31日 
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第４章 事業内容 

 

１．準備委員会等の開催実績 

 

 ⑴ 検討会の構成 

   上越市自立支援協議会 地域生活支援部会 構成員 14名 

 

 

 

 

 ⑵ 検討会における重点目標 

 重い障害のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていくための仕組みを

上越モデルとしてデザインする。 

 

 ⑶ 検討会の開催内容 

  ・地域生活支援部会  11回 

  ・講演会        1回 

  ・先進地視察研修    3事業所 

 

 

 

 

 

役職名 氏 名 所 属 役職名 氏 名 所 属 

協議会会長 笠原 芳隆 大学准教授 部会員 新保 由美 保護者 

部会長 宮越 亮 相談支援事業所  中屋 万里子 相談支援事業所 

副部会長 片桐 公彦 法人副理事長  宮澤 功 保護者 

部会員 青木 美代子 相談支援事業所  丸山 ひろみ 基幹相談支援 

センター長 

 梅澤 康宏 事業所長  丸田 明久 事業所管理者 

 岩佐 雅恵 事業所 事務局 小林 精子 福祉課 

 上野 大誠 相談支援事業所  安達 貴喜 福祉課 
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２．専門家の招聘、関係者への研修 

 

 ⑴ 講演会の概要 

 平成 27 年 10 月に上越市自立支援協議会の主催により、地域生活支援拠点整備

の周知や推進を図るため、厚生労働省から講師を招き、市内の障害福祉事業所や

障害者団体等の関係者を対象に「地域生活支援拠点とは・・・」と題し、講演会

を開催しました。 

 

 ⑵ 講演会講師の紹介 

   厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

地域生活支援推進室 虐待防止専門官・障害福祉専門官 

 

 ⑶ 講演会の参加者 

市内・市外の障害福祉事業所、特別支援学校、各行政機関、自立支援協議会委 

員、医療関係者など 参加者：89名 
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３．その他地域生活支援拠点等の立ち上げ準備に必要な事業 

 

⑴ 先進地視察研修の選定 

検討会で先進地視察研修について協議を行い、のぞみの郷高社（長野県中野市）、

重度・高齢グループホーム「そら」（北海道札幌市）、自閉症者自立支援センター

「ゆい」（北海道札幌市）の各事業所が拠点整備について実際に取り組んでおり、

上越モデルを検討するうえで参考になるとの意見でまとまり、この 3 事業所を視

察先として選定しました。 

 

⑵ のぞみの郷高社 

① 視察先の概要 

法人名：社会福祉法人 高水福祉会 

施設名：のぞみの郷高社 

所在地：長野県中野市 

サービス事業：生活介護（定員 60名）、施設入所支援（定員 40名）、共同生 

活援助（定員 4名、うち 1室体験）、短期入所（定員 3名） 

 

② 主な特徴 

・入所施設であることから、看護師の配置ができている。 

・重症心身障害者の受入れを行っているグループホームがあるが、職員体制と 

しては看護師を配置して、週 3日の夜勤体制で支援を行っている。 

・グループホームの個室のうち、1室を体験利用型としている。 

・短期入所で緊急時の受け入れも行っている。 

・24時間対応のコールセンターを配置している。 

・障害施設で亡くなるまで支援している。 

 

③ 拠点整備の今後の展開 

今後の展開としては、多機能型拠点（共同生活 

援助、短期入所、相談支援事業など）をまず整備 

し、そこを核として、圏域内の面的整備体制の構 

築を進めていく予定としている。 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 ⑶ 重度・高齢グループホーム「そら」 

① 視察先の概要 

法人名：社会福祉法人 朔風 

施設名：朔風支援センターささえ～る 

（重度・高齢グループホーム「そら」、就労継続支援Ｂ型「ひいらぎ」） 

所在地：北海道札幌市 

サービス事業：共同生活援助（定員 18名、6名×3ユニット）、就労支援継 

続Ｂ型（定員 20名） 

 

② 主な特徴 

・同じ建物内にグループホームと就労継続支援Ｂ型事業所が併設され、壁で仕 

  切られており、扉から行き来できるようになっている。 

・グループホームは 3階建てで、各階 6部屋の 3ユニットの構成。 

・特別浴槽を配備し、重度障害者も利用できる。 

・グループホームに看護師や栄養士が配置されている。 

・施設が病院（内科・透析科）に囲まれており、医療機関との連携ができてい 

る。 

・近隣の医療機関の医師から往診に来てもらっている。 

・終末期を迎えた利用者に対し、看取りまではできないが、近隣の医療機関へ 

  の見送りまでを職員が行っている。 

・24時間対応の職員支援体制となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

⑷ 自閉症者自立支援センター「ゆい」 

① 視察先の概要 

法人名：社会福祉法人 はるにれの里 

施設名：札幌市自閉症者自立支援センター「ゆい」  

   札幌市自閉症・発達障がい支援センター「おがる」 

所在地：北海道札幌市 

サービス事業：施設入所支援（定員 30名、6名×5ユニット）、生活介護（定 

        員 44名）、自立訓練（定員 6名）、短期入所（定員 6名）、相 

談支援事業 

 

② 主な特徴 

・重度自閉症及び重度知的障害をはじめとした発達障害児・者に特化した事業 

運営を展開している。 

   ・地域移行を目的とした利用期間が概ね 3年の有期限の生活タイプの入所支 

援。 

・施設入所は、施設を 6部屋の 5ユニットに分けており、ユニットにすること 

で様々な刺激（音や見えるもの等）を制限し、自閉症の人にとってやさしい 

環境を提供している。 

   ・強度行動障害者の受入れも行っており、強化ガラスを取り付けるなどの施設 

整備がなされている。 

・「ゆい」の職員力の向上の取り組みとして、支援力・組織力・人間力の 3 つ

を 

   キーワードとし、様々な法人内研修を実施し、職員教育に非常に力を入れて 

いる。 

   ・「おがる」は、人材育成・ネットワーク・普及啓発・モデル事業・相談支援

の 

    5つのキーワードを軸に発達障害者への支援体制を整備していくことを重点 

としている。 

・利用者一人一人のその日のタイムスケジュールをイラストや文字などを使い、 

誰もが理解できる形で掲示している。 
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第５章 地域生活支援拠点等の整備の類型 

 

１．これまでの議論を踏まえて 

 

 検討会や講演会、先進地視察研修など、これまでの議論を踏まえ、上越市におけ

る地域生活支援拠点の整備モデルを考えたとき、重い障害のある方や強度行動障害

のある方などのすまいや障害に特化したあんしん生活支援事業の拡充等が多機能

拠点施設として必要であり、また、市の面積が広範囲にわたることから、既存の障

害福祉事業所や医療機関などが連携し、地域全体で障害のある人を支えていく仕組

みを構築しなければならないことから、面的整備も含めて必要であるとの方向性を

確認しました。 

 上越モデルにおいては、多機能拠点整備型＋面的整備型の両面から地域生活支援

拠点の整備を図り、障害のある人が住み慣れた地域で、生涯を通じて安心して暮ら

すことができる環境整備を進めることとしています。 

 

２．上越市地域生活支援拠点等の整備モデル 
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第６章 必要な機能の具体的な実施内容 

 

１．地域生活支援拠点に求められる必要な機能を議論するにあたって 

 

 国では、地域生活支援拠点を整備するにあたり、地域における居住支援に求めら

れる機能について、相談（地域移行、親元からの自立）、体験の機会・場（一人暮

らし、グループホームなど）、緊急時の受け入れ・対応（ショートステイの利便性、

対応力の向上等）、専門性（人材の確保・養成、連携）、地域の体制づくり（サービ

ス拠点、コーディネーターの配置など）の 5つのキーワードを挙げて拠点整備につ

いて検討していくこととしておりますが、検討会では、国のキーワードを踏まえる

とともに、上越市に合った地域生活支援拠点に真に求められる機能は何かというこ

とを念頭に、住まい、短期入所（緊急的な事情等による受入れなど）、相談、緊急

対応、人材（確保・養成）、体験（グループホームなど）、その他必要な支援の 7つ

のキーワードを挙げて、上越市の現状や課題などを考慮しながら議論していくこと

としました。 

  

２．拠点に必要な機能の検討 

 

 ⑴ 拠点に求められる機能の洗い出し 

 まず、上越市における地域生活支援拠点に求められる機能について 7つのキーワ

ードごとに、集計・整理することから始めました。 

① 住まい 
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② 短期入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 相談 
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 ④ 緊急対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 人材（確保・養成） 
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 ⑥ 体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ その他必要な支援 
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⑵ 拠点に求められる機能の整理 

次に、検討会で挙がった意見を更に絞り込み、多機能拠点整備型と面的整備型

の 2つの整備パターンに分けて、整理しました。 

 

 

 

項 目 多機能拠点整備型 面的整備型 

住まい ・バリアフリー対応 

・特別浴槽等の整備 

・行動障害に配慮した整備（空調、壁材、床材、 

防音等） 

・看護師の配置、もしくは訪問看護の活用 

・重度障害者へのヘルパー派遣特例（区分 4以上 

で行動援護、重度訪問介護対象者）の活用 

・通所施設の併設 

・グループホーム整備（障害特性を考慮したグル 

ープホーム） 

・地域定着支援の充実（即対応できる支援体制） 

・重度の精神障害のある方を受け入れ可能なグ 

ループホームの整備 

・地域定着支援をグループホーム利用者にも活 

用できる仕組み 

  

  

   

短期入所 ・短期入所を 4床以上整備 

・緊急時短期入所事業の拡充 

・介護保険適用の短期入所の積極的な活用（基準 

該当施設の空床利用型など） 

相談 ・計画相談、地域定着 

・広域をカバーするための相談支援機能 

・あんしん生活支援事業の機能強化 

・定期的な連携会議（ケアマネ連絡会など） 

緊急対応 ・あんしん生活支援事業（あんしんコールセンタ 

ー） 

・緊急時対応短期入所の整備 

・あんしん生活支援事業の機能 

・各法人がそれぞれ新規に短期入所を開設 

人材（確

保・養成） 

・専門的な支援を行うための実習の受け入れ 

（OJT） 

・研修の実施（強度行動障害、喀痰吸引など） 

・常勤看護師の配置や訪問看護の実施 

・医療機関との連携 

・強度行動障害支援者 

・緊急対応特命支援チーム（拠点周辺の関係者で 

編成） 

 

体験 ・拠点グループホーム併設型に体験型を整備 ・一人暮らしの体験の場 

その他必

要な支援 

 ・地域のお茶の間的な場 

上越市地域生活支援拠点に求められる具体的な拠点機能 
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３．上越市地域生活支援拠点に求められる拠点機能 

 

 検討の結果、重度身体障害のある人のすまい、医療行為が必要な人への支援、重

い精神障害のある人への見守り、強度行動障害のある人への支援、あんしん生活支

援事業の充実、短期入所の確保の 6つの支援が必要であり、これら 6つの支援を実

現するために、多機能拠点整備型と面的整備型の両面から上越市地域生活支援拠点

に求められる拠点機能を整理しました。 
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第７章 事業実施の結果及び今後の課題・方針（予定） 

 

１．事業実施の結果 

 

 ⑴ 事業実施の結果 

 平成 27年度におけるモデル事業を通じて、地域生活支援拠点整備について検討

を行い、地域生活支援拠点等の整備パターン、地域生活支援拠点に求められる機

能等について、最終的に次の 2つに整理しました。 

 

① 上越市における拠点整備型（多機能拠点整備型＋面的整備型）の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 拠点整備の際に求められる具体的な機能の決定 
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 ⑵ 事業実施の効果 

① 地域生活支援拠点整備の制度の周知 

国の第 4 期障害福祉計画に係る基本指針の見直しで、地域生活支援拠点整備

の方向性が示され、平成 26年度に策定した上越市障害者福祉計画において拠点

整備の推進を掲げていますが、関係の障害福祉事業所や行政機関等においても、

理解が深まっていないことが課題でありましたが、このたびのモデル事業の実

施により、講演会の開催や自立支援協議会などで協議を重ねることによって、

制度の周知や理解を深めることができ、拠点整備の機運の醸成に繋がりました。 

 

② 具体的な拠点機能の決定 

 地域生活支援拠点を整備する際の具体的な拠点機能について決定しましたが、

当モデル事業において議論した意見を踏まえ、さらに広く関係法人等と議論を

深め、合意形成を図って、上越市における地域生活支援拠点整備の実現を目指

します。 

 

２．今後の課題 

 

 地域全体で障害のある人を支える仕組みを構築していく上で、クリアしなければ

ならない課題は少なくありませんが、今後さらに検討等が必要となる大きな課題と

して、次の 2つを挙げ課題解決に向けて、取り組む必要があります。 

 ○看護師の確保 

 ○医療機関との連携 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

 

●平成 28年 7月から 

 ・関係の社会福祉法人や医療法人の代表者会議を開催し、地域生活支援拠点整備 

について、さらに議論を深め、合意形成を図る。 

 ●平成 29年度以降 

  ・多機能拠点整備型の整備の意向を持つ事業所（法人）を選定する。 

  ・面的整備型について、市内の関係障害福祉事業所や医療機関等の役割分担を明 

確にし、連携を図りながら、地域全体で障害のある人を支える仕組みを構築し 

ていく。 

  ・関係の事業所は、国の社会福祉施設等施設整備費補助金などの補助金を活用し 

ながら施設整備を計画的に実施していく。 

 

 


